
 

松江市告示第 595 号 

 

 松江市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減

制度事業における助成措置実施要綱（平成 17 年松江市告示第 75 号）の一部を次のように改正

する。 

 

令和 3 年 12 月 24 日 

松江市長 上定 昭仁      

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを削る。 

改正後 改正前 

(事業の変更申請)  (事業の変更申請) 

第 17 条 事業を行う社会福祉法人等が当該

事業の変更を行う場合には、規則第 10 条

第 1 項の申請書に、当該申請書の様式に定

める添付書類に代えて変更後の状況に係

る第 15 条各号        に掲げる

書類を添えて市長に提出するものとする。 

第 17 条 事業を行う社会福祉法人等が当該

事業の変更を行う場合には、規則第 10 条

第 1 項の申請書に、当該申請書の様式に定

める添付書類に代えて変更後の状況に係

る第 15 条第 2 号から第 4 号までに掲げる

書類を添えて市長に提出するものとする。 

2 略 2 略 

(交付の時期)  

第 19条 規則第 14条第 1 項ただし書の規定

により、この補助金は、補助事業等の完了

前に概算払いにより補助金等の全額又は

一部を支給することができる。 

 

(実績報告) (実績報告) 

第 20 条 規則第 12 条の実績報告書は、同条

の規定にかかわらず、事業完了の日の属す

る月の翌月の末日までに、次に掲げる書類

を添えて市長に提出するものとする。 

第 19 条 規則第 12 条の実績報告書は、同条

の規定にかかわらず、事業完了の日の属す

る月の翌月の末日までに、次に掲げる書類

を添えて市長に提出するものとする。 

(1) 事業実績額調書総括表(様式第 11号) (1) 事業実績書総括表  (様式第 11号) 

(2) 事業実績額調書個票(様式第 12 号、

様式第 13 号) 

 



 

(3) 利用者負担額収入額調書(様式第 14

号) 

(2) 利用者負担額収入額調書(様式第 12

号) 

(4) 軽減状況調書(様式第 15 号、様式第

16 号) 

(3) 軽減状況調書(様式第 13 号、様式第

14 号) 

 (補助金の請求) 

 第 21 条 規則第 14 条第 2 項の交付請求書

は、確定通知書を受け取った日から起算し

て 5日を経過する日までに市長に提出する

ものとする。 

様式第 7 号(第 15 条、第 17 条関係) 様式第 7 号(第 15 条、第 17 条関係) 

所要見込額調書(変更所要見込額調書、所要額調書)総括表 

事業所名【              】 

略 

所要見込額調書(変更所要見込額調書、所要額調書)総括表 

【事業所・施設名：      】 

略 

様式第 8 号(第 15 条、第 17 条関係) 様式第 8 号(第 15 条、第 17 条関係) 

所要見込額調書個表 

略 

事業所名【           】 

略 

(注) 

①・② 略 

③ Ｃ欄は、軽減した利用者負担額及び食費及

び居住費(滞在費)の総額を記入する。ただ

し、3．短期入所生活介護については特定入所

者介護サービス費及び特定入所者支援サー

ビス費の適用を行った後の額とする。 

④～⑥ 略 

所要見込額調書個表 

略 

【事業所名：      】 

略 

(注) 

①・② 略 

③ Ｃ欄は、軽減した利用者負担額及び食費及

び居住費(滞在費)の総額を記入する。 

 

 

 

④～⑥ 略 

様式第 9 号(第 15 条、第 17 条関係) 様式第 9 号(第 15 条、第 17 条関係) 

所要見込額調書個表 

略 

事業所名【           】 

略 

所要見込額調書個表 

略 

【施設名：       】 

略 

様式第 10 号(第 15 条、第 17 条関係) 様式第 10 号(第 15 条、第 17 条関係) 

利用者負担収入見込額調書 

事業所名【              】 

略 

利用者負担収入見込額調書 

【事業所・施設名：      】 

略 

様式第 11 号(第 20 条関係) 様式第 11 号(第 19 条関係) 

事業実績額調書総括表 

事業所名【              】 

       
区分 

補助所

要額 

補助基

本額に

補助金

交付決

補助金

受入済

差引不足額

(Ｄ－Ｂ) 
 

事業実績書総括表   

【事業所・施設名：      】 

       
区分 

補助所

要額 

 

 

補助金

交付決

補助金

受入済

差引不足額

(Ｃ－Ｂ) 
備考 



 

Ａ 対する 

保険者

ごとの

按分後

基本額 

Ｂ 

定額 

Ｃ 

額 

Ｄ 

超過額   

Ｅ 

不足額   

Ｆ 

 

        略 

(注)差引過不足額欄については、Ｅ欄に超過額

を、Ｆ欄に不足額をそれぞれ記入すること。 

Ａ  

 

 

 

 

 

定額 

Ｂ 

額 

Ｃ 

超過額   

Ｄ 

不足額   

Ｅ 

        略 

(注)差引過不足額欄については、Ｄ欄に超過額

を、Ｅ欄に不足額をそれぞれ記入すること。 

様式第 12 号・様式第 13 号 別紙のとおり  

様式第 14 号(第 20 条関係) 様式第 12 号(第 19 条関係) 

利用者負担収入額調書 

略 

事業所名【              】 

略 

（注） 

①・② 略 

③ 訪問介護及び夜間対応型訪問介護利用者

については、「訪問介護利用者負担額減額認

定証」の交付を受けた者であって、当該要綱

により助成を受けている場合は、当該助成額

を控除した額とする。 

④ 短期入所生活介護           

            、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護        

       、指定介護老人福祉施設サービ

ス利用者のうち、特定入所者介護サービス費

及び、特定入所者支援サービス費の助成を受

けている場合は、当該助成の適用を行った後

の額とする。 

利用者負担収入額調書 

略 

【事業所・施設名：      】 

略 

（注） 

①・② 略 

③ 訪問介護           利用者

については、「訪問介護利用者負担額減額認

定証」の交付を受けた者であって、当該要綱

により助成を受けている場合は、当該助成額

を控除した額とする。 

④ 短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、

小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機

能型居宅介護、指定介護老人福祉施設サービ

ス利用者のうち、特定入所者介護サービス費

及び、特定入所者支援サービス費の助成を受

けている場合は、当該助成の適用を行った後

の額とする。 

様式第 15 号(第 20 条関係) 様式第 13 号(第 19 条関係) 

軽減状況調書 

略 

事業所名【           】 

略 

軽減状況調書 

略 

【事業所名：      】 

略 

様式第 16 号(第 20 条関係) 様式第 14 号(第 19 条関係) 

軽減状況調書 

略 

事業所名【           】 

略 

軽減状況調書 

略 

【施設名：       】 

略 



 

様式第 12 号(第 20 条関係) 

事業実績額調書個表 

［訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・介護予防・生活支援サービス事業（訪問型）・介護予防・生活支援サービス事業（通所型）］ 

                                          事業所名【              】 

１． 訪問介護の補助基本額                                                単位：円 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

２． 通所介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

３． 短期入所生活介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

４． 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

５． 夜間対応型訪問介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

６． 地域密着型通所介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

 



 

７． 認知症対応型通所介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

８． 小規模多機能型居宅介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

９． 看護小規模多機能型居宅介護の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

１０． 介護予防・生活支援サービス事業（訪問型）の補助基本額 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

１１． 介護予防・生活支援サービス事業（通所型） 

本来受領すべき利用

者負担収入  Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ (Ａ×０．０１ ) 

軽 減 総 額 

Ｃ 

補 助 対 象 額 

Ｄ ( Ｃ － Ｂ ) 

補 助 率 

Ｅ 

補 助 基 本 額 

Ｆ ( Ｄ × Ｅ ) 

按 分 後 基 本 額 

Ｇ 

    １／２   

 (注) 

①Ａ欄は、様式第１４号「利用者負担収入額調書」の該当するサービスの計欄の金額を対象サービスごとに記入する。 

②Ｂ欄は、Ａ欄に１％を乗じた額(円未満は切り捨て)を記入する。 

③Ｃ欄は、軽減した利用者負担額及び食費及び居住費(滞在費)の総額を記入する。 

④Ｄ欄は、Ｃ欄からＢ欄を減じた額とする。 

⑤Ｆ欄は、Ｄ欄に補助率Ｅを乗じて得た額(円未満は切り捨て)とする。 

⑥Ｇ欄は、Ｆ欄の基本額に保険者ごとの被保険者軽減額により按分した額とする。



 

様式第 13 号(第 20 条関係) 

事業実績額調書個表 

［地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・指定介護老人福祉施設サービス］ 

                                          事業所名【              】 

１．地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の補助基本額                           単位：円 

本来受領すべき利用

者負担収入 Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ(Ａ×０．０１) 

１０％相当額 

Ｃ(Ａ×０．１) 

軽 減 総 額 

Ｄ 

全額公費分 

Ｅ (Ｄ－Ｃ ) 

１／２公費分 

Ｆ(Ｄ－Ｂ－Ｅ) 

補助率 

Ｇ 

補 助 基 本 額 

Ｈ(Ｆ×Ｇ＋Ｅ) 

按分後基本額 

Ｉ 

      １／２   

 

２．指定介護老人福祉施設サービスの補助基本額                                 単位：円 

本来受領すべき利用

者負担収入 Ａ 

１ ％ 相 当 額 

Ｂ(Ａ×０．０１) 

１０％相当額 

Ｃ (Ａ×０．１ ) 

軽 減 総 額 

Ｄ 

全額公費分 

Ｅ (Ｄ－Ｃ ) 

１／２公費分 

Ｆ(Ｄ－Ｂ－Ｅ) 

補助率 

Ｇ 

補 助 基 本 額 

Ｈ(Ｆ×Ｇ＋Ｅ) 

按分後基本額 

Ｉ 

      １／２   

 

(注) 

①Ａ欄は、様式第１４号「利用者負担収入額調書」の計欄の金額を記入する。 

②Ｂ欄は、Ａ欄に１％を乗じた額(円未満は切り捨て)を記入する。 

③Ｃ欄は、Ａ欄に１０％を乗じた額(円未満は切り捨て)を記入する。 

④Ｄ欄は、軽減した利用者負担額並びに食費及び居住費の総額を記入する。ただし、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サー

ビス費の適用を行った後の額とする。 

⑤Ｅ欄は、Ｄ欄からＣ欄を減じた額とし、マイナスの場合は「０」と記入する。 

⑥Ｆ欄は、Ｄ欄からＢ欄及びＥ欄を減じた額とする。 

⑦Ｈ欄は、F 欄に補助率Ｇを乗じて得た額に、Ｅ欄を加えた額(円未満は切り捨て)とする。 

⑧Ｉ欄は、Ｈ欄の額に保険者ごとの軽減額により按分した額とする。



 

附 則 

（施行期日） 

1  この告示は、令和 3 年 12 月 24 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

当分の間、使用することができる。 


